
高
圧
ガ
ス
保
安
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
案
要
綱

第
一

高
圧
ガ
ス
保
安
法
施
行
令
の
一
部
改
正

一

適
用
除
外

１

高
圧
ガ
ス
保
安
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
号
。
以
下
「
高
圧
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
第
五
号
の

政
令
で
定
め
る
種
類
の
自
動
車
は
、
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
に
規
定
す
る
普
通
自

動
車
、
小
型
自
動
車
又
は
軽
自
動
車
（
同
法
第
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
検
査
対
象
外
軽
自
動
車
を
除
く
。
）
で

あ
っ
て
、
圧
縮
水
素
、
圧
縮
天
然
ガ
ス
又
は
液
化
天
然
ガ
ス
を
燃
料
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
第
二
項
関
係
）

２

高
圧
法
第
三
条
第
一
項
第
五
号
の
政
令
で
定
め
る
装
置
は
、
原
動
機
（
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
技

術
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
燃
料
装
置
（
当
該
技
術
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
三
に
お
い
て
同

じ
。
）
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
第
三
項
関
係
）

二

認
定
高
度
保
安
実
施
者
の
認
定
の
有
効
期
間

高
圧
法
第
三
十
九
条
の
十
七
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
五
年
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
高
圧
法
第
三
十
九
条



の
十
三
の
認
定
（
そ
の
更
新
を
含
む
。
）
を
受
け
た
者
が
、
当
該
認
定
に
際
し
、
保
安
の
確
保
の
た
め
の
組
織
が
そ
の
業

務
遂
行
能
力
を
持
続
的
に
向
上
さ
せ
る
も
の
と
し
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
特
に
高
度
な
仕
組
み
を
有
し
、
か
つ
、
保

安
の
確
保
の
方
法
が
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
特
に
高
度
な
情
報
通
信
技
術
を
用
い
た
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
場
合

は
、
七
年
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
条
の
二
関
係
）

三

政
令
で
定
め
る
検
査

高
圧
法
第
四
十
九
条
の
四
の
二
の
政
令
で
定
め
る
検
査
は
、
道
路
運
送
車
両
法
第
五
十
九
条
第
一
項
の
新
規
検
査
等
の

一
部
と
し
て
行
わ
れ
る
燃
料
装
置
の
検
査
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
条
の
三
関
係
）

四

都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
が
処
理
す
る
事
務

高
圧
法
第
五
十
六
条
第
一
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
等
に
規
定
す
る
経
済
産
業
大
臣
の

権
限
に
属
す
る
事
務
は
、
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
の
長
が
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
八
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
六
号
関
係
）

五

権
限
の
委
任

高
圧
法
第
五
十
六
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
等
の
規
定
に
よ
る
経
済
産
業
大
臣
の
権
限
は
、
産
業
保



安
監
督
部
長
が
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
四
号
関
係
）

六

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

第
二

ガ
ス
事
業
法
施
行
令
の
一
部
改
正

ガ
ス
事
業
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
三
十
四
条
の
五
第
一
項
（
同
法
第
七
十
一
条
の
三
、
第
八
十
四
条

の
三
及
び
第
百
四
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
七
年
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
条
関
係
）

第
三

電
気
事
業
法
施
行
令
の
一
部
改
正

電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
五
十
五
条
の
六
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
七
年
と
す
る

こ
と
。

（
第
四
十
一
条
関
係
）

第
四

関
係
政
令
の
整
備

高
圧
ガ
ス
保
安
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
七
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
伴

い
、
関
係
政
令
に
つ
い
て
所
要
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

（
第
四
条
か
ら
第
十
条
ま
で
関
係
）

第
五

附
則



こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
令
和
五
年
十
二
月
二
十
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。




